
JP 2017-10878 A 2017.1.12

10

(57)【要約】
【課題】扁平型捲回電極体の扁平表面における段差の発
生を低減し、且つ微小短絡の発生を抑制した非水電解液
二次電池を提供すること。
【解決手段】本発明の非水電解液二次電池は、Ｒ部２２
と扁平表面２４ａを有する中央扁平部２４を有する捲回
電極体２０を有する。正極５０、負極６０、およびセパ
レータ７０，７２の各捲回終端はいずれも同一のＲ部２
２に位置する。上記負極捲回終端６６は上記正極捲回終
端５６よりも捲回方向に進行した位置に配置され、上記
セパレータ捲回終端７２ａ，７２ｂのうちの少なくとも
一方は上記負極捲回終端６６よりも捲回方向に進行した
位置に配置される。上記負極捲回終端６６から上記セパ
レータ捲回終端７２ａ（７２ｂ）までの距離ａ（ｍｍ）
、上記正極の捲回終端５６から上記負極捲回終端６６ま
での距離ｂ（ｍｍ）が以下の関係：０．５≦ａ×（ａ+
ｂ）≦１０４、０≦ｂ≦１１；を満たす。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正極集電体上に正極活物質層を有する長尺な正極と、負極集電体上に負極活物質層を有
する長尺な負極とが、２枚の長尺なセパレータを介して重ねあわされて捲回された扁平な
捲回電極体を備えた非水電解液二次電池であって、
　前記正極活物質層は、前記捲回電極体を構成する前記長尺な正極の捲回終端であって該
捲回電極体の外側に位置する捲回終端に至るまで、長尺方向に前記正極集電体の両面に形
成されており、
　前記負極活物質層は、前記捲回電極体を構成する前記長尺な負極の捲回終端であって該
捲回電極体の外側に位置する捲回終端に至るまで、長尺方向に前記負極集電体の両面に形
成されており、
　前記捲回電極体は、前記負極が前記正極よりも当該捲回電極体の外周側に位置するよう
に形成されており、且つ、
　前記捲回電極体は、捲回軸に対して直交する方向の両端部であって該捲回電極体の積層
面を除く外表面が曲面からなる２つのＲ部と、両Ｒ部に挟まれている中央部分であって幅
広な２つの扁平表面を有する中央扁平部と、を有するものであり、
　前記正極の捲回終端、前記負極の捲回終端、および、前記捲回電極体を構成する２つの
セパレータのそれぞれの捲回終端であって該捲回電極体の外側に位置する捲回終端は、い
ずれも同一の前記Ｒ部であって、前記２つの扁平表面よりも捲回電極体の厚み方向の内側
に位置し、
　ここで、前記正極捲回終端、前記負極捲回終端および前記２つのセパレータ捲回終端の
配置は、以下の条件（ｉ）および（ｉｉ）：
　（ｉ）前記負極捲回終端は前記正極捲回終端と並列となる位置に配置される、若しくは
前記負極捲回終端が前記正極捲回終端よりも捲回方向に進行した位置に配置されている；
　（ｉｉ）少なくとも一方の前記セパレータ捲回終端が前記負極捲回終端よりも捲回方向
に進行した位置に配置されている；
　を具備し、且つ、
　前記負極捲回終端から、前記２つのセパレータ捲回終端のうち、相対的に捲回方向によ
り進行した位置に配置された方のセパレータ捲回終端までの距離をａ（ｍｍ）とし、前記
正極捲回終端から前記負極捲回終端までの距離をｂ（ｍｍ）としたとき、当該ａ、ｂが以
下の関係：
　　０．５≦ａ×（ａ+ｂ）≦１０４、および
　　０≦ｂ≦１１；
を満たす、非水電解液二次電池。
【請求項２】
　前記距離ａ（ｍｍ）および前記距離ｂ（ｍｍ）が、
　　０．５≦ａ≦８、および
　　０．５≦ｂ≦１１；
を満たす、請求項１に記載の非水電解液二次電池。
【請求項３】
　前記距離ａ（ｍｍ）、および前記距離ｂ（ｍｍ）が、０．５≦ａ×（ａ+ｂ）≦５０を
満たす、請求項１又は２に記載の非水電解液二次電池。
【請求項４】
　前記２つのセパレータ捲回終端のうちの一方のセパレータ捲回終端よりも相対的に捲回
方向に進行した位置に配置されたセパレータ捲回終端が、捲止部材によって捲回電極体の
外表面に固定されており、
　前記捲止部材の捲回方向の両端が、前記セパレータ捲回終端と同一のＲ部であって、前
記二つの扁平表面よりも捲回電極体の厚み方向の内側に位置する、請求項１～３のいずれ
か一項に記載の非水電解液二次電池。
【請求項５】



(3) JP 2017-10878 A 2017.1.12

10

20

30

40

50

　前記２枚のセパレータの前記セパレータ捲回終端が並列となる位置に配置される、請求
項１～４のいずれか一項に記載の非水電解液二次電池。
【請求項６】
　前記正極活物質層は、正極活物質として、マンガンおよびニッケルのうちの少なくとも
一種を含むリチウム遷移金属複合酸化物を含む、請求項１～５のいずれか一項に記載の非
水電解液二次電池。
【請求項７】
　複数の単電池が相互に電気的に接続されてなる組電池であって、
　前記単電池として請求項１～６のいずれか一項に記載の非水電解液二次電池を備え、
　前記単電池中に備えられる前記捲回電極体の前記中央扁平部が、当該中央扁平部の扁平
表面に対して直交する方向に０．２ＭＰａ以上１０ＭＰａ以下の圧力で押圧されている、
組電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は非水電解液二次電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
　リチウムイオン二次電池（リチウム二次電池）、ナトリウムイオン二次電池等の非水電
解液二次電池は、近年、パソコンや携帯端末等のいわゆるポータブル電源や車両駆動用電
源として用いられている。特に、軽量で高エネルギー密度が得られるリチウムイオン二次
電池は、電気自動車（ＥＶ）、ハイブリッド自動車（ＨＶ）、プラグインハイブリッド自
動車（ＰＨＶ）等の車両の駆動用高出力電源として好ましく用いられている。
【０００３】
　かかる非水電解液二次電池は、典型的に、電極体と非水電解液とを備える。かかる電池
に装備される電極体の一形態として、長尺なシート状の正極、長尺なシート状の負極およ
び長尺なシート状のセパレータを扁平形状に捲回して成る捲回電極体が挙げられる。かか
る捲回電極体は、典型的に、捲回軸に対して直交する方向の両端部であって該捲回電極体
の積層面を除く外表面が曲面からなる２つのＲ部と、両Ｒ部に挟まれている中央部分であ
って幅広な扁平表面を有する中央扁平部とから構成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－０７８００８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上記の非水電解液二次電池を自動車等の車両に搭載する場合、搭載スペース
が制限されていることに加えて振動が発生する状態での使用が前提となることから、一般
的に複数の電池を配列し且つ拘束した状態（所謂組電池）で用いられる。このとき、各電
池には相当な荷重が加えられる。
【０００６】
　ここで、上記の構成の捲回電極体のうち、正極、負極、またはセパレータの終端部（捲
き終わり部分）が配置される部分には、上記終端部に起因する段差が形成され得る。上記
捲回電極体のうちの上記段差が形成された部分に対して上記圧力が加えられると、当該段
差部分とその周囲の部分とが受ける圧力が異なり得る。かかる捲回電極体に加えられる圧
力の偏りは、電池性能（入出力特性、サイクル特性等）を低下させる虞がある。
　かかる捲回電極体に加えられる圧力の不均一さを低減する手段の一つとして、特許文献
１には、上記正極、負極、またはセパレータの終端（捲き終わり部分）を、捲回電極体の
Ｒ部に配置する技術が記載されている。
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【０００７】
　しかしながら、本発明者らの検討によると、上記正極、負極、またはセパレータの終端
部（捲き終わり部分）を、捲回電極体のＲ部に配置することで上記捲回電極体に加えられ
る圧力の偏りを低減し得るものの、電極体の構造によっては、非水電解液二次電池の製造
におけるエージング処理（典型的には高温エージング）時に微小な短絡が生じる場合があ
った。
　本発明は、上述した従来の課題を解決すべく創出されたものであり、その目的は、上記
捲回電極体に加えられる圧力の偏りの低減と、微小な短絡の発生の低減とを両立した非水
電解液二次電池を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、捲回電極体を備える非水電解液二次電池について、充電状態で長時間保
存（即ちエージング処理、典型的には高温エージング）したときの微小短絡の発生状況に
ついて詳細な検討を重ねた。そして、負極が正極よりも捲回電極体の外周側に位置するよ
うに捲回されている捲回電極体であって、正極集電体および負極集電体が、負極および正
極の捲回終端であって該捲回電極体の外側に位置する捲回終端に至るまで、長尺方向に集
電体の両面に形成された捲回電極体において、最も外周側に位置する負極と当該負極に対
向する正極との間で当該微小短絡が発生しやすいことを見出した。より詳細には、上記捲
回電極体の最も外周側に位置する正極および負極のうち、セパレータの捲回方向の捲回終
端付近であって、正極および負極のいずれにも接触しない余剰部分が積層する部分で上記
微小短絡が発生しやすいことを見出した。
　以下、本明細書における「高温」とは、特にことわりのない限り４５℃以上程度の温度
範囲、典型的には６０℃以上の温度範囲を意味するものとする。
　また、以下、捲回電極体において最も外周側に位置する負極を「最外周負極」といい、
セパレータの捲回方向の捲回終端付近であって、正極および負極のいずれにも接触しない
余剰部分を「余剰セパレータ領域」ともいうこととする。
【０００９】
　上記微小短絡が発生する原因について本発明者らが得た知見について、適宜図面（図８
）を参照しながら説明する。図８は、最外周負極への電荷担体の移動を模式的に示す図で
あり、図中の「Ｌｉ+」は電荷担体（典型的にはリチウムイオン）を、図中の矢印は電荷
担体の移動方向を示す。なお、図８では、正極および負極の間での電荷担体の移動を解り
やすく示すために、これら正負極以外の部材（例えばセパレータ）を省略している。
　図８に示すように、一般的に、電池充電時において、正極活物質層５４中の電荷担体は
対向する負極活物質層６４中へ移動する。何らかの原因で正極活物質層５４中の電荷担体
が局所的に過剰に引き抜かれると、当該電荷担体が過剰に引き抜かれた部分の電位は他の
部分と比較して高くなる。かかる高電位部分の正極活物質層５４に存在する正極活物質は
不安定な状態となりがちである。このような状態でエージング処理（典型的には高温エー
ジング処理）を行った場合には、不安定な正極活物質から、当該正極活物質を構成する金
属成分が溶出して対向する負極６０の表面に析出する場合がある。負極６０の表面に析出
した金属は、上記微小短絡の原因となる場合がある。
【００１０】
　図８に示すように、負極６０が正極５０よりも外周側に位置する捲回電極体において、
上記最外周負極６０ａでは、負極集電体６２の捲回内周側の負極活物質層６４ｂには対向
する正極活物質層５４が存在するが、負極集電体６２の捲回外周側の負極活物質層６４ａ
には対向する正極活物質層５４が存在しない。このため、充電時の上記最外周負極６０ａ
では、図示するように、当該負極６０の長尺方向に直交する幅方向（即ち、捲回電極体の
捲回軸方向）の端部において、上記捲回内周側の負極活物質層６４ｂ中の電荷担体が捲回
外周側の負極活物質層６４ａへ移動する場合がある。そして、捲回外周側の負極活物質層
６４ａへ移動した電荷担体は、当該捲回外周側の負極活物質層６４ａ内を上記負極６０の
長尺方向に直交する幅方向（即ち、捲回電極体の捲回軸方向）に拡散（移動）していく。
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このとき、上記最外周負極６０ａ（典型的には当該最外周負極６０ａの捲回内周側の負極
活物質層６４ｂ）に対向する正極活物質層５４においては、当該対向する捲回内周側の負
極活物質層６４ｂのみならず、捲回外周側の負極活物質層６４ａからも電荷担体が引き抜
かれることとなり、電荷担体が過剰に脱離する場合がある。特に、上記最外周負極６０ａ
（即ち上記捲回内周側の負極活物質層６４ｂ）に対向する正極活物質層５４であって、正
極５０の長尺方向に直交する幅方向（即ち、捲回電極体の捲回軸方向）の端部から、電荷
担体が過剰に脱離しがちである。
【００１１】
　上記最外周負極６０ａの幅方向（即ち、捲回電極体の捲回軸方向）の端部における上記
捲回内周側の負極活物質層６４ｂから捲回外周側の負極活物質層６４ａへの電荷担体の移
動、および捲回外周側の負極活物質層６４ａ内での電荷担体の拡散は、当該捲回外周側の
負極活物質層６４ａ内に非水電解液が含浸している必要がある。
　２つのセパレータのそれぞれの捲回終端であって捲回電極体の外側に位置する捲回終端
が、捲回電極体の外側に位置する正極の捲回終端および負極の捲回終端よりも捲回方向に
進行した位置にある場合、上記セパレータの捲回終端付近には正極５０および負極６０の
いずれにも接触しない余剰セパレータ領域が存在する。上記最外周負極６０ａであって上
記余剰セパレータ領域が積層する部分では、上記捲回外周側の負極活物質層６４ａの外側
に、上記余剰セパレータ領域に浸透した非水電解液が余分に存在することとなる。このた
め、上記最外周負極６０ａであって上記余剰セパレータ領域が積層する部分に対向する正
極活物質層５４からのより多くの電荷担体が引き抜かれがちである。
　このため、正極５０の長尺方向に直交する幅方向（即ち捲回電極体の捲回軸方向）の端
部であって、上記最外周負極６０ａのうちの上記余剰セパレータ領域が積層する部分に対
向する正極活物質層５４において、特に局所的に過剰に電荷担体が引き抜かれがちである
。
【００１２】
　なお、正極と負極との絶縁性、或いは捲回電極体（典型的には最外周の負極）と電池ケ
ースとの絶縁性を確保する観点からは、捲回電極体の最外周がセパレータとなる（即ち捲
回電極体の最外周に位置する負極の表面がセパレータで覆われている）形態が好ましい。
このため、セパレータのサイズ（長尺方向の長さ）は、通常、捲回電極体の製造工程にお
けるバラつきを考慮した公差を含んだサイズ（一般的には、正極および負極の捲回終端よ
りもセパレータの捲回終端が捲回方向に進んだ位置に配置されるサイズ）に設定される。
したがって、上記余剰セパレータ領域の面積を小さくするには限界があった。
【００１３】
　そこで、上記課題を解決すべく、本発明により、正極集電体上に正極活物質層を有する
長尺な正極と、負極集電体上に負極活物質層を有する長尺な負極とが、２枚の長尺なセパ
レータを介して重ねあわされて捲回された扁平な捲回電極体を備えた非水電解液二次電池
を提供する。かかる非水電解液二次電池において、上記正極活物質層は、上記捲回電極体
を構成する上記長尺な正極の捲回終端であって該捲回電極体の外側に位置する捲回終端に
至るまで、長尺方向に上記正極集電体の両面に形成されている。また、上記負極活物質層
は、上記捲回電極体を構成する上記長尺な負極の捲回終端であって該捲回電極体の外側に
位置する捲回終端に至るまで、長尺方向に上記負極集電体の両面に形成されている。そし
て、上記捲回電極体は、上記負極が上記正極よりも当該捲回電極体の外周側に位置するよ
うに形成されており、且つ、上記捲回電極体は、捲回軸に対して直交する方向の両端部で
あって該捲回電極体の積層面を除く外表面が曲面からなる２つのＲ部と、両Ｒ部に挟まれ
ている中央部分であって幅広な２つの扁平表面を有する中央扁平部と、を有するものであ
る。そして、上記正極の捲回終端、上記負極の捲回終端および上記２つのセパレータのそ
れぞれの捲回終端であって捲回電極体の外側に位置する捲回終端（以下、各々単に「正極
捲回終端」、「負極捲回終端」、「セパレータ捲回終端」ともいう）は、いずれも同一の
上記Ｒ部であって、上記２つの扁平表面よりも捲回電極体の厚み方向の内側に位置する。
ここで、上記正極捲回終端、上記負極捲回終端および上記２つのセパレータ捲回終端の配
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置は、以下の条件（ｉ）および（ｉｉ）：
　（ｉ）上記負極捲回終端は上記正極捲回終端と並列となる位置に配置される、若しくは
上記負極捲回終端が上記正極捲回終端よりも捲回方向に進行した位置に配置されている；
　（ｉｉ）少なくとも一方の上記セパレータ捲回終端が上記負極捲回終端よりも捲回方向
に進行した位置に配置されている；
　を具備する。そして、上記負極捲回終端から、上記２つのセパレータ捲回終端のうち、
相対的に捲回方向により進行した位置に配置された方のセパレータ捲回終端までの距離を
ａ（ｍｍ）とし、上記正極捲回終端から上記負極捲回終端までの距離をｂ（ｍｍ）とした
とき、当該ａ、ｂが以下の関係：
　　０．５≦ａ×（ａ+ｂ）≦１０４、および
　　０≦ｂ≦１１；
を満たす。
【００１４】
　なお、本明細書において「非水電解液二次電池」とは、非水電解液（典型的には、非水
溶媒（有機溶媒）中に支持塩（支持電解液）を含む非水電解液）を備えた二次電池をいう
。ここで「二次電池」とは、繰り返し充放電可能な電池一般をいい、リチウムイオン二次
電池等のいわゆる化学電池ならびに電気二重層キャパシタ等の物理電池を包含する用語で
ある。
【００１５】
　かかる構成によると、上記正極捲回終端、上記負極捲回終端、および上記セパレータ捲
回終端がいずれもＲ部であって、上記二つの扁平表面よりも捲回電極体の厚み方向の内側
に位置するため、上記捲回電極体の扁平表面に上記各捲回終端に起因する段差が形成され
ない。このため、捲回電極体の中央扁平部を当該中央扁平部の扁平表面に対して直交する
方向に押圧した場合に、捲回電極体に加えられる圧力に偏りが生じ難い。
【００１６】
　また、上記の構成の非水電解液二次電池において、負極捲回終端よりも捲回方向に進行
した位置にセパレータ捲回終端が配置されたセパレータの当該負極捲回終端よりも捲回方
向に進行した部分は、正極および負極のいずれにも接触しない余剰部分（即ち、余剰セパ
レータ領域）となる。
　上記距離ｂが小さいほど、上記正極捲回終端と上記余剰セパレータ領域との距離が近く
なる。このため、捲回電極体において最も外周側に位置する負極（即ち、上記最外周負極
）の上記捲回外周側の負極活物質層であって上記余剰セパレータ領域が積層する部分へ、
上記正極捲回終端から電荷担体が供給されやすくなる。
　また、上記距離ａが小さいほど、上記最外周負極の上記捲回外周側の負極活物質層であ
って上記余剰セパレータ領域が積層する部分が狭くなる。このため、上記最外周負極の上
記捲回外周側の負極活物質層へ移動する電荷担体の量を低減することができる。
　本発明者らの検討によると、上記距離ａおよび上記距離ｂが上記の関係を満たす場合に
、上記最外周負極であって上記余剰セパレータ領域が積層する部分に対向する正極活物質
層からの電荷担体の過剰な脱離を抑制し得る。
【００１７】
　以上に述べたとおり、上記構成によると、捲回電極体の中央扁平部を当該中央扁平部の
扁平表面に対して直交する方向に押圧した場合に当該捲回電極体に加えられる圧力の偏り
の低減と、微小短絡の発生の抑制とを両立した非水電解液二次電池を提供することができ
る。
【００１８】
　ここで開示される非水電解液二次電池の好適な一態様では、上記距離ａ（ｍｍ）および
上記距離ｂ（ｍｍ）が、０．５≦ａ≦８、および０．５≦ｂ≦１１を満たす。また好まし
くは、上記距離ａ（ｍｍ）、および上記距離ｂ（ｍｍ）は、０．５≦ａ×（ａ+ｂ）≦５
０を満たす。
　上記距離ａおよび上記距離ｂを上記範囲とすることで、上記微小短絡の発生を高度に抑
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制し得る。
【００１９】
　ここで開示される非水電解液二次電池の好適な一態様では、上記２つのセパレータ捲回
終端のうちの一方のセパレータ捲回終端よりも相対的に捲回方向に進行した位置に配置さ
れたセパレータ捲回終端が、捲止部材によって捲回電極体の外表面に固定されており、上
記捲止部材の捲回方向の両端が、上記セパレータ捲回終端と同一のＲ部であって、上記二
つの扁平表面よりも捲回電極体の厚み方向の内側に位置する。
　上記捲止部材は、正極捲回終端、負極捲回終端およびセパレータ捲回終端と同様に捲回
電極体表面に段差を形成する原因となり得る。上記構成によると、上記捲回電極体の扁平
表面に上記捲止部材に起因する段差が形成されないため、捲回電極体の中央扁平部を当該
中央扁平部の扁平表面に対して直交する方向に押圧した場合であっても、捲回電極体に加
えられる圧力に偏りが生じ難い。
【００２０】
　ここで開示される非水電解液二次電池の好適な一態様では、上記２枚のセパレータの上
記セパレータ捲回終端が並列となる位置に配置される。
　かかる構成によると、上記余剰セパレータ領域には３枚のセパレータが存在することと
なるため、より多くの非水電解液が保持される。本発明の非水電解液二次電池においては
、上記最外周負極であって上記余剰セパレータ領域が積層する部分に対向する正極活物質
層からの電荷担体の過剰な脱離を抑制しているため、上記２枚のセパレータの上記セパレ
ータ捲回終端が揃っている場合であっても、微小短絡の発生を高度に抑制し得る。
【００２１】
　ここで開示される非水電解液二次電池の好適な一態様では、上記正極活物質層は、正極
活物質として、マンガンおよびニッケルのうちの少なくとも一種を含むリチウム遷移金属
複合酸化物を含む。
　本発明の非水電解液二次電池においては、上記最外周負極に対向する正極活物質層から
の電荷担体の過剰な脱離を抑制しているため、上記のリチウム遷移金属複合酸化物を正極
活物質として用いた場合であっても、当該正極活物質を構成する金属成分が溶出し難い。
即ち、上記正極活物質を用いた場合であっても、微小短絡の発生を高度に抑制し得る。
【００２２】
　また、本発明によると、複数の単電池が相互に電気的に接続されてなる組電池であって
、上記単電池としてここで開示されるいずれかの非水電解液二次電池を備え、上記単電池
中に備えられる上記捲回電極体の上記中央扁平部が、当該中央扁平部の扁平表面に対して
直交する方向に０．２ＭＰａ以上１０ＭＰａ以下の圧力で押圧されている組電池が提供さ
れる。
　ここで開示される非水電解液二次電池は、上記捲回電極体の中央扁平部の扁平表面に上
記各捲回終端等に起因する段差が形成されない。このため、捲回電極体の中央扁平部につ
いて、当該中央扁平部の扁平表面に対して直交する方向に押圧した場合であっても、当該
捲回電極体に加えられる圧力に偏りが生じ難い。したがって、かかる非水電解液二次電池
を上記構成の組電池を構成する単電池として使用することで、優れた電池特性（入出力特
性、サイクル特性等）を発揮し得る。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施形態に係る非水電解液二次電池の外形を模式的に示す斜視図であ
る。
【図２】図１中のＩＩ－ＩＩ線に沿う断面構造を模式的に示す図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る非水電解液二次電池について、電池ケース内に収容さ
れた電極体を模式的に示す縦断面図である。
【図４】一実施形態に係る捲回電極体の構成を模式的に示す斜視図である。
【図５】一実施形態に係る捲回電極体の構成を示す模式図である。
【図６】図４中のＶＩ－ＶＩ線に沿う断面構造を模式的に示す縦断面図であって、一実施
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形態に係る捲回電極体の要部を拡大して模式的に示す部分断面図である。
【図７】図６中のＶＩＩ－ＶＩＩ線に沿う断面構造を模式的に示す部分断面図である。
【図８】最外周負極において、対向する正極活物質層および捲回内周側の負極活物質層か
ら捲回外周側の負極活物質層への電荷担体の移動を模式的に示す模式図である。
【図９】図６に示す捲回電極体の要部をさらに拡大して示す部分拡大図であり、且つ正極
捲回終端から、最外周負極の捲回外周側の負極活物質層であってセパレータの余剰セパレ
ータ領域が積層する部分への電荷担体の移動を模式的に示す模式図である。
【図１０】（Ａ）および（Ｂ）はそれぞれ本発明の一実施形態に係る非水電解液二次電池
について圧力を負荷しない状態および圧力を負荷した状態を説明する断面模式図であり、
（Ｃ）は複数の非水電解液二次電池に対して圧力を負荷する典型例を説明した斜視図であ
る。
【図１１】一実施形態に係る組電池の構成を示す斜視図である。
【図１２】一実施形態に係る組電池の構成を示す側面図である。
【図１３】一試験例における正極捲回終端、負極捲回終端、およびセパレータ捲回終端の
位置を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、適宜図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態を、リチウムイオン二次電池
を例にして説明する。なお、本発明において特に言及している事項以外の事柄であって本
発明の実施に必要な事項は、当該分野における従来技術に基づく当業者の設計事項として
把握され得る。本発明は、本明細書に開示されている内容と当該分野における技術常識と
に基づいて実施することができる。なお、以下の図面において、同じ作用を奏する部材・
部位に同じ符号を付して説明し、重複する説明は省略または簡略化することがある。また
、各図における寸法関係（長さ、幅、厚さ等）は必ずしも実際の寸法関係を反映するもの
ではない。
　なお、リチウムイオン二次電池は一例であり、本発明の技術思想はこれに限定されない
。例えば、正負極間での電荷担体の移動に伴う電荷の移動により、繰り返し充放電が実現
される各種の二次電池を適応対象とすることができる。具体的には、電荷担体としてリチ
ウムイオンを利用するリチウムイオン二次電池以外に、その他の電荷担体（例えばナトリ
ウムイオン等）を備える他の二次電池（例えばナトリウムイオン二次電池等）にも本発明
の技術思想は適用される。
【００２５】
　ここで開示されるリチウムイオン二次電池１００は、おおまかにいって、図１～３に示
すように、扁平な捲回電極体２０と図示しない電解液とが電池ケース（即ち外装容器）３
０に収容された電池である。電池ケース３０は、一端（電池の通常の使用状態における上
端部に相当する。）に開口部を有する箱形（すなわち有底直方体状）のケース本体３２と
、該ケース本体３２の開口部を封止する蓋体３４とから構成される。ケース本体３２は、
その上部の開口を介して捲回電極体２０を収容することができる。ケース本体３２は、図
１～３に示すように、一対の幅広面３７と、幅広面３７に隣接する一対の幅狭面３８と、
底面３９とから構成されている。図示するように、蓋体３４には外部接続用の正極端子４
２および負極端子４４が、それらの端子の一部が蓋体３４から電池１００の外方に突出す
るように設けられている。また、蓋体３４には、電池ケース３０内部で発生したガスを電
池ケース外部に排出するための安全弁３６および電解液を当該電池ケース内に注入するた
めの注入口（図示せず）が設けられている。電池ケース３０の材質としては、アルミニウ
ムやアルミニウム合金、ステンレス鋼等の金属材料（合金製）、樹脂材料のものが好まし
い。
【００２６】
　かかる構成の非水電解液二次電池（リチウムイオン二次電池）１００は、例えば、ケー
ス本体３２の開口部から捲回電極体２０を内部に収容し、該ケース本体３２の開口部に蓋
体３４を取り付けた後、蓋体３４に設けられた注入口から非水電解液を注入し、次いでか
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かる注入口を所定の封止部材で塞ぐことによって構築することができる。
【００２７】
　次に、本実施形態に係る捲回電極体２０の好適な一実施形態について、図面を参照しつ
つ詳細に説明する。
【００２８】
　捲回電極体２０は、図４に示すように、捲回軸方向に直交する方向の両端部であって該
捲回電極体２０の積層面を除く外表面が曲面からなる２つのＲ部２２（２２ａ、２２ｂ）
と、両Ｒ部に挟まれている中央部分であって幅広な２つの扁平表面２６を有する中央扁平
部２４とを有する扁平形状である。
【００２９】
　特に限定するものではないが、本実施形態にかかる捲回電極体２０は、図２および図３
に示すように、捲回軸方向に対して直交する方向が上記電池ケース３０（電池ケース本体
３２）の上下方向となり（該捲回電極体２０の捲回軸ＷＬが横倒しとなる姿勢、即ち、捲
回電極体２０の捲回軸ＷＬの法線方向に上記電池ケース本体３２の開口が形成されている
。）、上記２つのＲ部２２（２２ａ，２２ｂ）のうち一方のＲ部２２ｂが、電池ケースの
底面３９に対向するように、電池ケース３０（即ち、電池ケース本体３２）内に収容され
ている。ここで、上記電池ケースの底面３９に対向する上記捲回電極体２０のＲ部２２ｂ
を下Ｒ部と呼び、もう一方のＲ部２２ａ、即ち、電池ケース３０の開口側のＲ部２２ａを
上Ｒ部と呼ぶこととする。なお、図中の捲回電極体は、いずれも上Ｒ部が上になるように
示している。
【００３０】
　図５に示すように、捲回電極体２０は、組み立てる前段階において長尺状のシート構造
（シート状電極体）である。かかる捲回電極体２０は、長尺なシート状の正極５０と、長
尺なシート状の負極６０とが、同じく長尺シート状の２枚のセパレータ７０（７０ａ、７
０ｂ）を介して重ねあわせて捲回されている。かかる捲回電極体２０は、電荷担体の受入
性の観点から、上記負極６０は上記正極５０よりも捲回電極体２０の外周側に位置するよ
うに、正極５０、負極６０、およびセパレータ７０（７０ａ、７０ｂ）を重ねて捲回され
ている。なお、捲回電極体２０の表面と電池ケース３０の内壁とを確実に絶縁する観点か
ら、好ましくは、図４に示すように、捲回電極体２０の最外周がセパレータ７０（７０ａ
）となる（即ち捲回電極体２０において最も外周側に位置する負極６０がセパレータ７０
（７０ａ）で覆われている）。
【００３１】
　かかる扁平形状の捲回電極体２０は、例えば、捲回軸方向に直交する断面が扁平な捲芯
の周りに上記正極５０、上記負極６０および上記セパレータ７０（７０ａ、７０ｂ）を積
層した積層体を捲回する、或いは当該積層体を円筒状に捲回した後に扁平形状になるよう
に側面方向から押しつぶして拉げさせる等によって形成し得る。
【００３２】
　図５に示すように、上記正極５０は、長尺なシート状の正極集電体５２の両面にシート
長手方向に沿って正極活物質層５４が形成されており、また、上記負極６０は、長尺なシ
ート状の負極集電体６２の両面にシート長手方向に沿って負極活物質層６４が形成されて
いる。かかる正極活物質層５４は、上記捲回電極体２０を構成する上記長尺な正極５０の
捲回終端であって該捲回電極体の外側に位置する捲回終端（正極捲回終端５６）に至るま
で、長尺方向に上記正極集電体５２の両面に形成されている。また、上記負極活物質層６
４は、上記捲回電極体２０を構成する上記長尺な負極６０の捲回終端であって該捲回電極
体の外側に位置する捲回終端（負極捲回終端６６）に至るまで、長尺方向に上記負極集電
体６２の両面に形成されている。そして典型的に、上記負極活物質層６４および上記正極
活物質層５４は、電荷担体の受入性を考慮して、図示するように、負極活物質層６４の長
尺方向に直交する幅方向のサイズｂ１が正極活物質層５４の長手方向に直交する幅方向の
サイズａ１よりも大きくなるように形成されることが多い（ｂ１＞ａ１）。さらにセパレ
ータ７０（７０ａ、７０ｂ）の長手方向に直交する幅方向のサイズｃ１、ｃ２は、正極活
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物質層５４および負極活物質層６４を確実に絶縁する為に、これらの幅方向のサイズ（典
型的には上記負極活物質層６４の幅方向のサイズｂ１）よりも大きくなるように形成され
ることが多い（典型的にはｃ１、ｃ２＞ｂ１＞ａ１）。
【００３３】
　図５に示すように、かかる正極５０と負極６０とセパレータ７０ａ、７０ｂは、長さ方
向を揃えて、正極５０：セパレータ７０ｂ：負極６０：セパレータ７０ａの順になるよう
に重ねられる。典型的には、正極５０および負極６０は、シート長手方向に直交する幅方
向において上記負極活物質層６４が正極活物質層５４を覆うように重ねられている。即ち
、典型的には、上記正極５０と負極６０とは、上記負極活物質層６４の幅方向の両端が正
極活物質層５４の幅方向の両端よりも捲回軸方向に外側に位置するように重ねられている
。換言すると、負極活物質層６４の幅方向の両端には、正極活物質層５４と対向しない部
分（以下、単に「正極活物質層非対向部分６８」ともいう）が存在し得る。また、典型的
には、上記セパレータ７０ａ、７０ｂがシート長手方向に直交する幅方向で正極活物質層
５４および負極活物質層６４を覆うように重ねられる。即ち、好ましくは、上記正極５０
と負極６０とセパレータ７０ａ、７０ｂは、当該セパレータ７０ａ、７０ｂの幅方向の両
端が、上記負極活物質層６４の幅方向の両端および正極活物質層５４の幅方向の両端より
も捲回軸方向に外側に位置するように重ねられている。好ましくは、上記正極活物質層６
４の長手方向に直交する幅方向の中心と、上記負極活物質層５４の長手方向に直交する幅
方向の中心と、上記セパレータ７０の長手方向に直交する幅方向の中心とが一致するよう
に正極５０、負極６０およびセパレータ７０ａ、７０ｂとが重ねられている。
【００３４】
　電池充電時において、上記正極活物質層非対向部分６８に該当する負極活物質層６４に
は、負極活物質層６４のうちの正極活物質層５４に対向する部分（以下、単に「正極活物
質層対向部分６９」ともいう）から電荷担体が拡散し得る（図８参照）。このため、正極
活物質層５４の長尺方向に直交する端部は、対向する負極活物質層６４（即ち、対向する
正極活物質層対向部分６９）のみでなく上記正極活物質層非対向部分６８に該当する負極
活物質層６４からも電荷担体が引き抜かれることとなる。
　このため、正極活物質層５４からの電荷担体の過剰な脱離を抑制する観点からは、上記
正極活物質層非対向部分６８に該当する負極活物質層６４は小さい方が好ましい。例えば
、上記正極活物質層非対向部分６８の幅長（上記負極活物質層６４の幅方向に一致する方
向の長さ）は例えば０．５ｍｍ～５ｍｍ（好ましくは０．５ｍｍ～２ｍｍ）の範囲内に設
定し得る。
【００３５】
　捲回電極体２０において最も外周側に位置する負極６０（即ち、上記最外周負極６０ａ
）において、捲回電極体２０の外周側に位置する負極活物質層６４ａの容量が大きいほど
、当該負極活物質層６４ａ内に多くの電荷担体を収容し得る（図８参照）。即ち、上記最
外周負極６０ａにおいて捲回電極体２０の内周側に位置する負極活物質層６４ｂの幅方向
の端部から移動した電荷担体を収容するキャパシティーが高い。このため、上記最外周負
極６０ａにおいて、捲回電極体２０の外周側に位置する負極活物質層６４ａの容量が大き
いほど、上記最外周負極６０ａ（具体的には当該負極の捲回内周側の負極活物質層６４ｂ
）に対向する正極活物質層５４であって、正極の長尺方向に直交する幅方向の端部に位置
する正極活物質層５４から、電荷担体が過剰に脱離しがちである。
　従って、負極活物質層６４の厚みは、例えば２０μｍ以上（典型的には５０μｍ以上）
であって、２００μｍ以下（典型的には１００μｍ以下）が好ましい。また、負極活物質
層６４の長尺方向に直交する幅方向のサイズは、典型的には８０ｍｍ～１５０ｍｍ（例え
ば１００ｍｍ～１２０ｍｍ）の範囲内で設定することが好ましい。また、負極活物質層６
４の密度は、例えば０．５ｇ／ｃｍ３以上２ｇ／ｃｍ３以下（典型的には１ｇ／ｃｍ３以
上１．５ｇ／ｃｍ３以下）程度とすることが好ましい。負極活物質層の性状を上記の範囲
で設定することで、上記最外周負極６０ａ（具体的には当該負極の捲回内周側の負極活物
質層６４ｂ）に対向する正極活物質層５４であって、正極の長尺方向に直交する幅方向の
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端部に位置する正極活物質層５４からの電荷担体の過剰な脱離を抑制し得る。
【００３６】
　好適な一態様では、図５および図７に示すように、正極集電体５２のシート長手方向に
直交する幅方向の一方の端部は、シート長手方向に沿って帯状に正極活物質層５４が形成
されずに正極集電体５２が露出している。同様に、負極集電体６２のシート長手方向に直
交する幅方向の一方の端部は、シート長手方向に沿って帯状に負極活物質層６４が形成さ
れずに負極集電体６２が露出している。以下、上記正極集電体５４の露出部分を正極集電
体露出端部５３、上記負極集電体６４の露出部分を負極集電体露出端部６３ともいう。
【００３７】
　また、好適な一態様では、図２、４、５および図７に示すように、上記正極集電体露出
端部５３と上記負極集電体露出端部６３とがセパレータ７０ａ、７０ｂの幅方向において
互いに反対側にはみ出るように、即ち、上記正極集電体露出端部５３と上記負極集電体露
出端部６３とが捲回電極体２０の捲回軸方向の反対側に互いに突出するように、正極５０
、負極６０およびセパレータ７０ａ、７０ｂが重ねられ、捲回軸ＷＬの周りに捲回されて
いる。
【００３８】
　図７に示すように、負極活物質層６４の幅方向の端部のうちの上記負極集電体露出端部
６３が存在する側の端部では、当該負極集電体露出端部６３（即ち、負極集電体６２）が
障壁となるため、捲回内周側の負極活物質層６４ｂ中の電荷担体が捲回外周側の負極活物
質層６４ａへ移動し難い。このため、充電時の上記最外周負極６０ａでは、図８に示すよ
うに、負極活物質層６４の幅方向の端部のうちの負極集電体露出端部６３分が存在しない
側の端部において、捲回内周側の負極活物質層６４ｂから捲回外周側の負極活物質層６４
ａへ移動する電荷担体の量が増大しがちである。即ち、最外周負極６０ａ（即ち当該負極
の捲回内周側の負極活物質層６４ｂ）に対向する正極活物質層５４の幅方向の端部であっ
て、上記負極集電体露出端部６３が存在しない側の端部（即ち、正極集電体露出端部５３
が存在する側の端部）から、電荷担体が重点的に引き抜かれがちである。
　本発明の非水電解液電池１００においては、上記最外周負極６０ａ（具体的には当該負
極の捲回内周側の負極活物質層６４ｂ）に対向する正極活物質層５４であって、正極の長
尺方向に直交する幅方向の端部に位置する正極活物質層５４からの電荷担体の過剰な脱離
が抑制されている。かかる効果は、上述のように上記負極集電体の幅方向の一方の端部に
負極集電体露出端部６３が設けられ、また上記正極集電体の幅方向の一方の端部に正極集
電体露出部５３が設けられ、当該正極集電体露出端部５３と上記負極集電体露出端部６３
とが捲回電極体２０の捲回軸方向の反対側に互いに突出するように捲回されてなる捲回電
極体を備えた非水電解液二次電池に対しても、同様に発現され得る。
【００３９】
　なお、図２に示すように、上記正極集電体露出端部５３には正極集電板４２ａが、上記
負極集電体露出端部６３には負極集電板４４ａがそれぞれ付設され、上記正極端子４２お
よび上記負極端子４４とそれぞれ電気的に接続されている。
【００４０】
　ここで開示される非水電解液二次電池１００に備えられる上記捲回電極体２０は、図４
および図６に示すように、上記正極５０の捲回終端であって捲回電極体の外側に位置する
正極捲回終端５６、上記負極６０の捲回終端であって捲回電極体の外側に位置する負極捲
回終端６６、および上記セパレータ７０ａ，７０ｂの捲回終端であって捲回電極体の外側
に位置するセパレータ捲回終端７２ａ、７２ｂが、いずれも同一の上記Ｒ部２２（ここで
は上Ｒ部２２ａ）に位置するように、上記正極５０、負極６０およびセパレータ７０ａ，
７０ｂが捲回されている。捲回電極体２０の中央扁平部２４を押圧する際に捲回電極体２
０に加えられる圧力の偏りを低減する観点からは、上記正極捲回終端５６、上記負極捲回
終端６６、および上記セパレータ捲回終端７２ａ、７２ｂが、いずれも上記捲回電極体２
０の中央扁平部２４の二つの扁平表面２６よりも捲回電極体２０の厚み方向の内側に位置
することが好ましい。
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　上記Ｒ部２２は、上Ｒ部２２ａ、または下Ｒ部２２ｂのいずれであってもよい。例えば
、上Ｒ部２２ａであり得る。
【００４１】
　また、図４、図６および図９に示すように、上記捲回電極体２０において、上記負極捲
回終端６６は上記正極捲回終端５６と並列となる位置に配置される、若しくは上記負極捲
回終端６６が上記正極捲回終端５６よりも捲回方向に進行した位置に配置される。電荷担
体の受入性の観点から、上記負極捲回終端６６が上記正極捲回終端５６よりも捲回方向に
進行した位置に配置されることが好ましい。
【００４２】
　また、図４、図６および図９に示すように、上記捲回電極体２０において、上記２枚の
セパレータ７０ａ，７０ｂのうちの少なくとも一方のセパレータの上記セパレータ捲回終
端（ここでは２枚のセパレータ７０ａ，７０ｂの捲回終端７２ａおよび７２ｂ）は、上記
負極捲回終端６６よりも捲回方向に進行した位置に配置されている。これにより、上記負
極捲回終端６６よりも捲回方向に突出したセパレータ７０の一部によって、正極５０およ
び負極６０のいずれにも接触しない余剰部分（即ち、余剰セパレータ領域７４ａ，７４ｂ
）が形成される。
【００４３】
　図６および図９に示すように、捲回電極体２０と電池ケース３０の内壁との絶縁性を確
保する観点から、捲回電極体２０の最外周に位置するセパレータ７０ａのセパレータ捲回
終端７２ａが上記負極捲回終端６６よりも捲回方向に進行した位置に配置することが好ま
しい。正極５０と負極６０とを確実に絶縁する観点からは、最外周負極６０ａと該負極に
対向する正極５０との間に位置するセパレータ７０ｂのセパレータ捲回終端７２ｂを上記
負極捲回終端６６よりも捲回方向に進行した位置に配置することが好ましい。即ち、２枚
のセパレータ７０ａ，７０ｂの上記セパレータ捲回終端７２ａ，７２ｂのいずれもが上記
負極終端６６よりも捲回方向に進行した位置に配置されることがより好ましい。例えば、
２枚のセパレータ７０ａ，７０ｂの上記セパレータ捲回終端７２ａ，７２ｂは捲回方向で
並列となる位置に配置されてもよい。即ち、一のセパレータの余剰セパレータ領域（ここ
ではセパレータ７０ｂの余剰セパレータ領域７４ｂ）が他のセパレータの余剰セパレータ
領域（ここではセパレータ７０ａの余剰セパレータ領域７４ａ）の一部と重なった状態で
、上記Ｒ部２２（ここでは上Ｒ部２２ａ）に存在し得る。
【００４４】
　上記余剰セパレータ領域７４ａ，７４ｂが存在する部分では、当該余剰セパレータ領域
７４ａ，７４ｂが存在しない部分と比較して、より多くの非水電解液が当該余剰セパレー
タ領域７４ａ，７４ｂのセパレータ７０ａ，７０ｂ内に保持される。
　上記余剰セパレータ領域７４ａ，７４ｂのうちの上記２枚のセパレータ７０ａ，７０ｂ
の余剰セパレータ領域７４ａ，７４ｂが重なっている部分では、より多くの非水電解液が
当該余剰セパレータ領域７４ａ，７４ｂに保持され得る。このため、上記２枚のセパレー
タ７０ａ，７０ｂの余剰セパレータ領域７４ａ，７４ｂが重なった部分に対向する負極活
物質層６４（上記最外周負極６０ａの負極活物質層６４であって捲回電極体２０の外周側
の負極活物質層６４ａ）では、電荷担体がスムーズに拡散する（電荷担体の拡散が促進さ
れる）。
　また、本発明者らの検討によると、上記最外周負極６０ａの幅方向（即ち、捲回電極体
の捲回軸方向）の端部における上記捲回内周側の負極活物質層６４ｂから捲回外周側の負
極活物質層６４ａへの電荷担体の移動、および捲回外周側の負極活物質層６４ａ内での電
荷担体の拡散は、当該捲回外周側の負極活物質層６４ａに酸素が供給されると加速される
ことが確認された。最外周負極６０ａの捲回外周側の負極活物質層６４ａであって、上記
余剰セパレータ領域７４ａ，７４ｂが積層する部分には、電池ケース３０の内壁と捲回電
極体２０のＲ部２２の曲面との間の間隙に存在する酸素が容易に供給され得る。
　これらの理由から、最外周負極６０ａであって上記余剰セパレータ領域７４ａ，７４ｂ
が積層した部分に対向する正極活物質層５４の幅方向の端部（典型的には、上記負極集電
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体露出端部６３が存在しない側、即ち正極集電体露出端部５３が存在する側の端部）から
、電荷担体が重点的に引き抜かれがちである。
　本発明の非水電解液電池１００においては、上記最外周負極６０ａ（具体的には当該負
極の捲回内周側の負極活物質層６４ｂ）に対向する正極活物質層５４であって、正極の長
尺方向に直交する幅方向の端部に位置する正極活物質層５４からの電荷担体の過剰な脱離
が抑制されている。このため、上記最外周負極６０ａであって上記余剰セパレータ領域７
４ａ，７４ｂが積層した部分に対向する正極活物質層５４の幅方向の端部からの電荷担体
の脱離も好適に抑制し得る。
【００４５】
　ここで、図６および図９に示すように、上記負極捲回終端６６から、上記２つのセパレ
ータ終端（セパレータ捲回終端７２ａ，７２ｂ）のうち、相対的に捲回方向により進行し
た位置に配置された方のセパレータ終端（ここではセパレータ捲回終端７２ａ）までの距
離をａ（ｍｍ）、上記正極捲回終端５６から上記負極捲回終端６６からまでの距離をｂ（
ｍｍ）としたとき、当該ａ、ｂは以下の関係：０．５≦ａ×（ａ+ｂ）≦１０４、および
、０≦ｂ≦１１；を満たす。
【００４６】
　ここで、図９に、図６の要部（上記正極捲回終端５６、上記負極捲回終端６６、および
上記セパレータ捲回終端７２ａ，７２ｂが配置されるＲ部）を拡大して示す。かかる図９
には、正極捲回終端５６から上記最外周負極６０ａの上記捲回外周側の負極活物質層６４
ａであって上記セパレータ余剰領域７４ａ，７４ｂが積層する部分への電荷担体の移動に
ついても示している。図中の「Ｌｉ+」は電荷担体（典型的にはリチウムイオン）を、図
中の矢印は電荷担体の移動方向を示す。なお、図８では、正極５０および負極６０の間で
の電荷担体の移動を解りやすく示すために、Ｒ部の曲面を平面とみなして示している。ま
た、図６中の捲止部材８０は省略した。
【００４７】
　上記距離ａを小さくすることで、余剰セパレータ領域７４ａ，７４ｂが積層する負極６
０の範囲を小さくすることができる。これにより、上記捲回電極体２０において最も外周
側に位置する負極６０（即ち上記最外周負極６０ａ）の上記捲回外周側の負極活物質層６
４ａへ移動する電荷担体の量を低減することができる。一方で、正極５０と負極６０との
絶縁性、或いは捲回電極体２０（典型的には最外周の負極６０ａ）と電池ケース３０との
絶縁性を確保する観点からは、上記距離ａ（ｍｍ）は、捲回電極体２０の製造工程におい
て生じ得るバラつきを考慮した長さ（例えば０．５≦ａ、典型的には１≦ａ、一般的には
２≦ａ）に設定することが好ましい。
【００４８】
　また、図９に示すように、電池充電時において、正極捲回終端５６の正極活物質層５４
から対向する負極活物質層６４に移動した電荷担体は、対向する正極活物質層５４が存在
しない方向（即ち、当該負極活物質層６４の捲回方向）に拡散し得る。上記ｂを小さくす
ることで、正極捲回終端５６と上記セパレータ余剰領域７４ａ，７４ｂとの距離が近くな
る。上記最外周負極６０ａの上記捲回外周側の負極活物質層６４ａであって上記セパレー
タ余剰領域７４ａ，７４ｂが積層する部分へ、上記正極捲回終端５６から電荷担体が供給
されやすくなる。一方で、電荷担体の受入性の観点から、正極捲回終端５６を上記最外周
負極６０ａが覆う、即ち負極捲回終端６６が正極捲回終端５６よりも捲回方向に進んで位
置する（０＜ｂである）ことが好ましい。上記距離ｂ（ｍｍ）は、捲回電極体２０の製造
工程において生じ得るバラつき等を考慮すると、例えば０．５≦ｂ、典型的には１≦ｂ、
一般的には２≦ｂとし得る。
【００４９】
　このため、好ましくは、上記距離ａ（ｍｍ）は０．５≦ａ≦８（例えば１≦ａ≦８、典
型的には２≦ａ≦８）を満たす。また、上記距離ｂ（ｍｍ）は０．５≦ｂ≦１１（例えば
１≦ｂ≦１１、典型的には２≦ｂ≦１１）を満たすことが好ましい。そして、さらに好ま
しくは、上記距離ａ（ｍｍ）および上記距離ｂ（ｍｍ）は、０．５≦ａ×（ａ+ｂ）≦５
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０（例えば２≦ａ×（ａ+ｂ）≦５０、典型的には８≦ａ×（ａ+ｂ）≦５０）を満たす。
【００５０】
　また、典型的には、図３、図６および図７に示すように、上記捲回電極体２０の解れ（
捲回が緩む）ことを防ぐため、上記２つのセパレータ捲回終端７２ａ，７２ｂのうちの捲
回電極体の外側に位置するセパレータ７０のセパレータ捲回終端（ここではセパレータ捲
回終端７２ａ）が、捲止部材８０によって捲回電極体２０の外表面に固定されている。か
かるセパレータ捲回終端７２ａの固定は、当該捲回部材８０の捲回方向の両端がいずれも
上記セパレータ捲回終端７２ａ，７２ｂと同一のＲ部２２（例えば上Ｒ部２２ａ）に位置
するように配置することが好ましい。より好ましくは、上記捲回部材８０の捲回方向の両
端がいずれも捲回電極体２０の二つの扁平表面２６よりも捲回電極体２０の厚み方向の内
側に位置するように配置する。
【００５１】
　上記捲止部材８０は、上記セパレータ捲回終端７２ａを捲回電極体２０の外表面に固定
できれば特に限定されない。典型的には片面接着或いは両面接着の接着テープ等を用い得
る。例えば、片面接着の接着テープを、上記セパレータ捲回終端７２ａの一部を覆いつつ
、捲回電極体２０の外表面に貼り付けることで、上記セパレータ捲回終端７２ａを捲回電
極体２０の外表面に固定することができる。また、電池ケース３０内に占める上記捲止部
材８０の容積を削減する観点からは、上記捲止部材８０のサイズは小さい方が好ましく、
例えば厚さが２０μｍ～５０μｍ程度のものを使用し得る。また、かかる捲止部材８０の
サイズについて、当該捲止部材８０を捲回電極体に配置した際に捲回軸方向に一致する方
向の長さは５ｍｍ～２０ｍｍ程度とし得る。
【００５２】
　上記捲回電極体２０のサイズは特に限定されないが、例えば、捲回軸方向の長さは典型
的には８０ｍｍ～２００ｍｍ（例えば１２０ｍｍ～１５０ｍｍ）、Ｒ部２２の曲面の弧の
長さは１０ｍｍ～４０ｍｍ（凡そ２０ｍｍ）、捲回軸に直交する方向の長さ（例えば上Ｒ
部２２ａの頂点から下Ｒ部２２ｂの頂点までの長さ）は３０ｍｍ～１００ｍｍ（凡そ６０
ｍｍ）、厚み（一の扁平表面２６から他方の扁平表面２６までの距離）は典型的には１０
ｍｍ～２５ｍｍ（凡そ１２．５ｍｍ）の範囲で設定し得る。
【００５３】
　ここで、捲回電極体２０を構成する材料や部材（例えば正極５０、負極６０およびセパ
レータ７０を構成する材料や部材等）および、非水電解質（典型的には非水電解液）は、
従来の一般的な非水電解質二次電池（典型的にはリチウムイオン二次電池）に用いられる
ものと同様のものを制限なく使用可能である。典型的な一態様を以下に示す。
【００５４】
　正極集電体５２は、従来この種のリチウムイオン二次電池の正極集電体５２として用い
られるものを特に制限なく使用し得る。典型的には、良好な導電性を有する金属製の正極
集電体５２が好ましく、例えば、アルミニウムニッケル、チタン、ステンレス鋼等の金属
材から構成される。特にアルミニウム製（アルミニウム箔）が好ましい。正極集体５２の
厚みは特に限定されないが、電池の容量密度と集電体の強度との兼ね合いから、５μｍ以
上５０μｍ以下程度が適当であり、８μｍ以上３０μｍ以下程度がより好ましい。
【００５５】
　正極集電体５２上に形成される正極活物質層５４は、少なくとも正極活物質を含有する
。正極活物質としては、リチウムイオンを吸蔵及び放出可能な材料であって、リチウム元
素と一種または二種以上の遷移金属元素を含むリチウム含有化合物（例えばリチウム遷移
金属複合酸化物）が挙げられる。例えば、リチウムニッケル複合酸化物（例えばＬｉＮｉ
Ｏ２）、リチウムコバルト複合酸化物（例えばＬｉＣｏＯ２）、リチウムマンガン複合酸
化物（例えばＬｉＭｎ２Ｏ４）、或いは、リチウムニッケルコバルトマンガン複合酸化物
（例えばＬｉＮｉ１／３Ｃｏ１／３Ｍｎ１／３Ｏ２）のような三元系リチウム含有複合酸
化物が挙げられる。また、一般式がＬｉＭＰＯ４或いはＬｉＭＶＯ４或いはＬｉ２ＭＳｉ
Ｏ４（式中のＭはＣｏ、Ｎｉ、Ｍｎ、Ｆｅのうちの少なくとも一種以上の元素）等で表記
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されるようなポリアニオン系化合物（例えばＬｉＦｅＰＯ４、ＬｉＭｎＰＯ４、ＬｉＦｅ
ＶＯ４、ＬｉＭｎＶＯ４、Ｌｉ２ＦｅＳｉＯ４、Ｌｉ２ＭｎＳｉＯ４、Ｌｉ２ＣｏＳｉＯ

４）を正極活物質として用いてもよい。これらのうちの一種を単独で、又は二種以上を組
み合わせて用いてもよい。
【００５６】
　なお、本発明の電池１００においては、たとえ高電位に充電された状態で高温保存（高
温エージング）された場合であっても、正極活物質からの金属成分の溶出が抑えられてい
る。かかる効果は、例えば、高温下で溶出しやすいマンガン（Ｍｎ）およびニッケル（Ｎ
ｉ）のいずれか一方あるいは両方を含むリチウム遷移金属複合酸化物を正極活物質とする
電池に対しても、同様に発現され得る。したがって、ここに開示される電池１００におい
ては、マンガンおよびニッケルのうちの少なくとも１種を含むリチウム遷移金属複合酸化
物を正極活物質として用いた場合に、その効果が十分かつ明瞭に発揮されるために好まし
い。かかるリチウム遷移金属複合酸化物としては、例えばリチウムニッケル複合酸化物（
例えばＬｉＮｉＯ２）、リチウムマンガン複合酸化物（例えばＬｉＭｎ２Ｏ４）、或いは
、リチウムニッケルコバルトマンガン複合酸化物（例えばＬｉＮｉ１／３Ｃｏ１／３Ｍｎ

１／３Ｏ２）等が挙げられる。
【００５７】
　また、正極活物質層５４は、上記正極活物質の他に、導電材、結着材（バインダ）等の
任意の成分を必要に応じて含有することができる。
　上記導電材およびバインダとしては、従来この種のリチウムイオン二次電池の正極５０
で用いられているものを適宜採用することができる。例えば、導電材としては、アセチレ
ンブラック（ＡＢ）等のカーボンブラックやその他（グラファイト等）の炭素材料を好適
に使用し得る。バインダとしては、例えばポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）等を使用し
得る。
【００５８】
　このような正極５０は、例えば正極活物質と必要に応じて用いられる材料とを適当な溶
媒（例えばＮ－メチル－２－ピロリドン）に分散させ、ペースト状（スラリー状）の組成
物を調製し、該組成物の適当量を正極集電体５２の表面に付与した後、乾燥することによ
って形成することができる。また、必要に応じて適当なプレス処理を施すことによって正
極活物質層５４の性状（例えば、平均厚み、密度、空孔率等）を調整し得る。
【００５９】
　プレス処理後の正極活物質層５４の厚みは、例えば２０μｍ以上（典型的には５０μｍ
以上）であって、２００μｍ以下（典型的には１００μｍ以下）とすることができる。ま
た、正極活物質層５４の密度は特に限定されないが、例えば１．５ｇ／ｃｍ３以上（典型
的には２ｇ／ｃｍ３以上）であって、４．５ｇ／ｃｍ３以下（典型的には４．２ｇ／ｃｍ
３以下）とすることができる。このような形態の正極活物質層５４は、高い電池性能（例
えば、高いエネルギー密度や出力密度）を実現することができる。
【００６０】
　負極集電体は、従来この種のリチウムイオン二次電池の負極集電体６２として用いられ
るものを特に制限なく使用し得る。典型的には、良好な導電性を有する金属製の負極集電
体６２が好ましく、例えば、銅や銅を主体とする合金をも用いることができる。負極集体
６２の厚みは特に限定されないが、電池の容量密度と集電体の強度との兼ね合いから、５
μｍ以上５０μｍ以下程度が適当であり、８μｍ以上３０μｍ以下程度がより好ましい。
【００６１】
　負極集電体６２上に形成される負極活物質層６４は、少なくとも負極活物質を含有する
。負極活物質としては、従来からリチウムイオン二次電池に用いられる材料の一種または
二種以上を特に限定なく使用することができる。例えば、少なくとも一部にグラファイト
構造（層状構造）を含む粒子状（或いは球状、鱗片状）の炭素材料、リチウム遷移金属複
合酸化物（例えば、Ｌｉ４Ｔｉ５Ｏ１２等のリチウムチタン複合酸化物）、リチウム遷移
金属複合窒化物等が挙げられる。炭素材料としては、例えば、天然黒鉛、人造黒鉛（人工
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黒鉛）、難黒鉛化炭素（ハードカーボン）、易黒鉛化炭素（ソフトカーボン）等が挙げら
れる。或いはまた、コアとしての黒鉛粒子が非晶質（アモルファス）な炭素素材で被覆（
コート）された形態のカーボン粒子であってもよい。
【００６２】
　また、負極活物質層６４は、上記負極活物質の他に、結着材（バインダ）や増粘剤等の
任意の成分を必要に応じて含有することができる。
　上記導バインダおよび増粘剤としては、従来この種のリチウムイオン二次電池の負極で
用いられているものを適宜採用することができる。例えば、結着剤としてはスチレンブタ
ジエンゴム（ＳＢＲ）等を、また増粘剤としてはカルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）
等を好適に使用し得る。
【００６３】
　このような負極５０は、例えば負極活物質と必要に応じて用いられる材料とを適当な溶
媒（例えばイオン交換水）に分散させ、ペースト状（スラリー状）の組成物を調製し、次
に、該組成物の適当量を負極集電体６２の表面に付与した後、乾燥によって溶媒を除去す
ることによって形成することができる。また、必要に応じて適当なプレス処理を施すこと
によって負極活物質層６４の性状（例えば、平均厚み、密度、空孔率等）を調整し得る。
【００６４】
　長尺シート形状のセパレータ７０ａ，７０ｂとしては、従来公知の微多孔質シートを特
に制限なく使用することができる。例えば、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（Ｐ
Ｐ）、ポリエステル、セルロース、ポリアミド等の樹脂から成る多孔質樹脂シート（フィ
ルム、不織布等）が挙げられる。かかる多孔質樹脂シートは、単層構造であってもよく、
二層以上の複数構造（例えば、ＰＥ層の両面にＰＰ層が積層された三層構造）であっても
よい。また、多孔質樹脂シートの片面または両面（典型的には片面）に、多孔質の耐熱層
を備える構成のものであってもよい。この耐熱層は、例えば、無機フィラーとバインダと
を含む層であり得る。無機フィラーとしては、例えばアルミナ、ベーマイト、シリカ等を
好ましく採用し得る。かかるセパレータの厚みは、例えば、およそ１０μｍ以上４０μｍ
以下の範囲内で設定することが好ましい。
【００６５】
　非水電解液としては、例えば有機溶媒（非水溶媒）中に支持塩を含有させたもの（典型
的には非水電解液）を用いることができる。
　非水溶媒の好適例としては、例えばエチレンカーボネート（ＥＣ）、プロピレンカーボ
ネート（ＰＣ）、ジエチルカーボネート（ＤＥＣ）、ジメチルカーボネート（ＤＭＣ）、
エチルメチルカーボネート（ＥＭＣ）等のうちの１種を単独で、あるいは２種以上を適宜
組み合わせて（例えばＥＣとＥＭＣとＤＭＣとを３：４：３の体積比で含む混合溶媒）用
いることができる。支持塩としては、例えばＬｉＰＦ６、ＬｉＢＦ４、ＬｉＣｌＯ４等の
リチウム塩（好ましくはＬｉＰＦ６）を用いることができる。支持塩の濃度は、例えば０
．７ｍｏｌ／Ｌ以上１．３ｍｏｌ／Ｌ以下（好ましくは凡そ１．１ｍｏｌ／Ｌ）である。
【００６６】
　以上の構成の非水電解液二次電池１００は、充電状態で高温（典型的には４５℃以上、
例えば６０℃以上）環境に保存しても、微小短絡が発生することが無く、自己放電量が低
く抑制され得る。したがって、例えば、電池１００を構築した後、初期充電（コンディシ
ョニング処理）を行った状態で、高温エージング処理等の高温での保存に好適に供するこ
とができる。すなわち、例えば、下記の初期充電（コンディショニング処理）とその後に
行う高温エージング処理とを、短時間で好適に実施することができる。
【００６７】
　　［初期充電（コンディショニング処理）］
　初期充電（コンディショニング処理）は、電池の性能を安定化させるために行われる充
放電であって、その条件は特に制限されない。例えば、適切な電流密度で一回あるいは複
数回の充放電を行うことが例示される。
【００６８】



(17) JP 2017-10878 A 2017.1.12

10

20

30

40

50

　　［高温エージング処理］
　高温エージング処理は、典型的には上記コンディショニング処理に引き続き、あるいは
、上記コンディショニング処理を行わずに、高温温度域（典型的には４５℃以上、例えば
６０℃以上）に電池を保持する処理である。かかる高温エージング処理は、典型的には、
まず、正極電位が溶解の対象である不可避的に混入される金属異物の酸化還元電位よりも
高い電位となるよう充電を行った後、その充電状態のままで所定の時間保持するものとす
ることができる。例えば、金属異物として銅（Ｃｕ）の溶解を行う場合には、電池電圧を
Ｃｕの酸化還元電位である３．８Ｖ以上とすることができ、例えばエージング処理中の電
圧降下を見越して３．９Ｖ以上とすること等が例示される。
　また、エージング処理の温度は、例えば４５℃以上（好ましくは６０℃以上）とするこ
とで、エージング処理中に進行する反応の促進を期待することができる。例えば、捲回電
極体２０に混入した金属異物の溶解反応を好適に促進することができ、工程時間の短縮と
製造コストの低減とを図ることができる。エージング処理の温度は、典型的には４５℃を
超過する温度とすることができ、例えば５０℃以上、好ましくは６０℃以上（例えば、６
５℃を超過する温度）でありうる。さらには、７０℃以上（例えば、７０℃を超過する温
度、８０℃程度であり得る。）とすることもできる。エージング処理の温度の上限につい
ては特に制限はないものの、非水電解液二次電池１００の構成の安定を保つために、例え
ば、８５℃以下程度とすることが例示される。
　なお、かかるエージング処理の時間については、エージング処理の目的や、製造する非
水電解液二次電池１００の構成（サイズ）等を考慮して適宜設定することができる。例え
ば、電池の体格や、溶解の対象となる金属異物の特性（例えば、大きさ、電解液への溶解
性等）等を考慮することができる。このように、エージング処理の時間については一概に
は言えないものの、例えば、５０℃未満程度の温度域で行う従来のエージング処理に要す
る時間と比較して、１／２～１／１０程度の時間とすることができ、かかる時間を目安と
してエージング処理の時間を設定すればよい。
【００６９】
　典型的に、上記初期充電（コンディショニング処理）および上記高温エージング処理は
、電池ケース３０内に収容された捲回電極体２０の中央扁平部２４が、当該中央扁平部２
４の扁平表面２６に対して直交する方向に所定の圧力で押圧された状態で行われ得る。即
ち、上記捲回電極体２０を収容した電池ケース３０の幅広面３７を、当該幅広面３７に直
交する方向に圧力が負荷された状態で、上記初期充電（コンディショニング処理）および
上記高温エージング処理を行い得る。かかる捲回電極体２０の押圧（電池ケース３０への
圧力負荷）により、正極５０と負極６０との距離を近づけることで、エージング処理を効
率よく行い得る。また、捲回電極体２０を必要最小限の非水電解液で含浸した状態にし得
る。なお、ここで開示する非水電解液二次電池１００を拘束した状態で使用する場合であ
れば、使用状態と同じように拘束して上記初期充電（コンディショニング処理）および上
記高温エージング処理を行うことで、実際の使用時に即した電池反応を促進させることが
できる。本発明の電池１００においては、上記捲回電極体２０の扁平表面２６において、
正極捲回終端５６、負極捲回終端６６、またはセパレータ捲回終端７２ａ、７２ｂが配置
されることに起因する段差の形成が抑制されている。このため、上記捲回電極体２０の中
央扁平部２４が所定の圧力で押圧される状態で使用される場合であっても、当該中央扁平
部２４をほぼ均等な圧力で押圧することができる（即ち、捲回電極体２０にかかる圧力に
偏りが生じ難い）。
【００７０】
　上記電池１００（当該電池ケース内に収容された上記捲回電極体２０）への圧力の負荷
は、従来公知の一種または二種以上の手法を用いて行うことができる。例えば図１０（Ａ
）に示すように、電池１００を１対の拘束板９２で挟んだ後、図１０（Ｂ）に示すように
、拘束板９２を締めつける方法が例示される。締め付けには、ボルトや拘束バンドを用い
る方法、エアープレス、油圧プレス等のプレス機による方法、適度な重量の重りを当該ケ
ース上に積載する等の重力を用いる方法、真空炉等で減圧する方法等が挙げられる。圧力
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の負荷に際しては、典型的には適当な治具（例えば拘束板９２）を使用するのが好ましい
。例えば、当該電池１００の一対の幅広面３７を拘束板９２で挟み込んだ状態で圧力を加
える手法を好適に用いることができる。拘束板９２を用いることで、電池ケース３０（具
体的には、当該ケース内の捲電極体２０）を全体に渡って比較的ムラなく加圧することが
できる。また、例えば複数の電池１００を同時に加圧処理する場合には、図１０（Ｃ）に
示すようなコイルスプリングを利用した拘束治具９０を好適に用いることができる。当該
拘束治具９０を用いる場合は、例えば非水電解液二次電池１００を拘束板９２の間に収容
した後、取手部９４を回してコイルスプリングを調整することにより、当該電池１００の
一対の幅広面に対し任意の圧力を負荷する。なお、負荷した圧力の大きさ（値）は、一般
的な圧力測定手法（例えば、ロードセル、ひずみゲージ等）を用いて求めることができる
。また、かかる圧力の負荷は一度に行ってもよく、例えば二回以上に分けて段階的に行っ
てもよい。
　なお、上記電池ケース３０の幅広面３７を拘束する範囲（即ち上記拘束板９２の大きさ
）は、捲回電極体２０の中央扁平部２４と同等である（例えば上記電池ケース３０の幅広
面３７と同程度の大きさである）。
【００７１】
　非水電解液二次電池１００（具体的には該電池が備える捲回電極体２０）に負荷する圧
力は、特に限定されない。また、加える圧力が極端に大きい場合は、電池ケース３０が過
度に変形したり、電極体２０内（典型的には、正極５０、負極６０およびセパレータ７０
）に存在する空隙（細孔）が潰れたりして、電池性能に悪影響を及ぼす虞があるために好
ましくない。このため、上記圧力は、０．２ＭＰａ以上（好ましくは０．５ＭＰａ以上）
１０ＭＰａ以下（好ましくは５ＭＰａ以下）の範囲で設定し得る。なお、本明細書におい
て「圧力」とは、大気圧に対する相対圧、即ち実際の圧力（絶対圧）から大気圧（約０．
１ＭＰａ）を差し引いた圧力の値を指す。
【００７２】
　次に、上記非水電解液二次電池（リチウムイオン二次電池）１００を単電池とし、該単
電池を複数備えてなる組電池（典型的には複数の単電池が直列に接続されてなる組電池）
２００の一例を説明する。
　図１１および図１２に示すように、この組電池２００は、複数個（典型的には１０個以
上、好ましくは１０～３０個程度、例えば２０個）の非水電解液二次電池（単電池）１０
０を、それぞれの正極端子４２および負極端子４４が交互に配置されるように一つずつ反
転させつつ、電池ケース３０の幅広面３７が対向する方向、即ち、電池ケース３０内の扁
平な捲回電極体２０の中央扁平部２４が対向する方向に配列されている。当該配列された
単電池１００間には、所定形状の間隔保持板（スペーサー）１１０が挟み込まれている。
かかる間隔保持板１１０は、使用時に各単電池１００内で発生する熱を効率よく放散させ
るための放熱部材として機能し得る材質および／または形状であることが好ましい。例え
ば、単電池１００間に冷却用流体（典型的には空気）を導入可能な形状（例えば、長方形
状の冷却板の一辺から垂直に延びて対向する辺に至る複数の平行な溝が表面に設けられた
形状）を有する。また、熱伝導性の良い金属製もしくは軽量で硬質なポリプロピレンその
他の合成樹脂製の冷却板が好適である。
【００７３】
　上記配列させた単電池１００および間隔保持板１１０の両端には、一対のエンドプレー
ト（拘束板）１２０が配置されている。上記配列された単電池１００、間隔保持板１１０
は、両エンドプレート１２０の間を架橋するように取り付けられた締め付け用の拘束バン
ド１３０によって、上記単電池の配列方向に所定の拘束圧が加わるように拘束されている
。即ち、上記単電池は、当該単電池中に備えられている扁平な捲回電極体２０の中央扁平
部２４に対して、当該中央扁平部２４の扁平表面２６に直交する方向に拘束圧が加わるよ
うに拘束されている。より詳しくは、拘束バンド１３０の端部をビス１５５によりエンド
プレート１２０に締付且つ固定することによって、上記単電池等は、その配列方向に所定
の拘束圧が加わるように拘束されている。なお、本実施形態では、隣接する単電池１００
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の間にそれぞれ間隔保持板１１０が配置されているため、拘束時には単電池の電池ケース
３０の幅広面３７における当該間隔保持板１１０と接している部分が当該間隔保持板１１
０によって押圧されることとなる。上記間隔保持板１１０は、上記単電池の電池ケース３
０に接する幅広面（拘束面）の大きさが、各単電池１００に備えられる捲回電極体２０の
中央扁平部２４の大きさと同等の大きさ（例えば電池ケース３０の幅広面３７の大きさと
同程度の大きさ）に設定され得る。
　そして、隣接する単電池１００間において、一方の正極端子４２と他方の負極端子４４
とが、接続部材（バスバー）１４０によって電気的に接続されている。このように各単電
池１００を直列に接続することにより、所望する電圧の組電池２００が構築されている。
【００７４】
　各単電池を拘束する拘束圧は、特に限定するものではないが、当該単電池１００に備え
られる捲回電極体２０の中央扁平部２４が、当該中央扁平部２４の扁平表面２６に対して
直交する方向（即ち単電池の配列方向）に０．２ＭＰａ以上（好ましくは０．５ＭＰａ以
上）１０ＭＰａ以下（好ましくは５ＭＰａ以下）の圧力で押圧されるように設定される。
　本発明の上記単電池１００においては、上記捲回電極体２０の扁平表面２６において、
正極捲回終端５６、負極捲回終端６６、またはセパレータ捲回終端７２ａ，７２ｂが配置
されることに起因する段差の形成が抑制されている。このため、当該単電池１００に備え
られる捲回電極体２０の中央扁平部２４が所定の圧力で押圧される状態で使用される場合
であっても、当該中央扁平部２４をほぼ均等な圧力で押圧することができる（即ち、捲回
電極体２０にかかる圧力に偏りが生じ難い）。したがって、ここで開示される非水電解液
二次電池（典型的にはリチウムイオン二次電池）１００は、単電池を複数備えてなる組電
池２００であって、当該単電池中に備えられる上記捲回電極体２０の上記中央扁平部２４
が、当該中央扁平部２４の扁平表面２６に対して直交する方向に押圧されるように各単電
池が拘束されている組電池を構成する単電池１００として好適である。
【００７５】
　ここで開示される非水電解液二次電池は、捲回電極体の中央扁平部を当該中央扁平部の
扁平表面に対して直交する方向に押圧した場合に当該捲回電極体に加えられる圧力に偏り
の低減と、微小短絡の発生の抑制とを両立した非水電解液二次電池である。したがって、
ここで開示される二次電池は、その特徴を活かして、プラグインハイブリッド自動車（Ｐ
ＨＶ）、ハイブリッド自動車（ＨＶ）、電気自動車（ＥＶ）等の車両に搭載される駆動用
電源として好適に利用し得る。また、本発明によれば、ここに開示される二次電池を、好
ましくは動力源（典型的には複数個の二次電池が相互に電気的に接続されてなる組電池）
として備えた車両が提供される。
【００７６】
　以下、本発明に関する実施例（試験例）を説明するが、本発明をかかる実施例（試験例
）に示すものに限定することを意図したものではない。
【００７７】
　以下の材料、プロセスによって、以下の材料、プロセスによって、表１に示す例１～１
５に係る捲回電極体を構築した。
【００７８】
＜例１＞
　正極の作製は以下の手順で行った。正極活物質粉末としてのＬｉＮｉ０．３３Ｃｏ０．

３３Ｍｎ０．３３Ｏ２（ＬＮＣＭ）と、導電材としてのＡＢと、バインダとしてのＰＶＤ
Ｆとを、ＬＮＣＭ：ＡＢ：ＰＶＤＦ＝９０：８：２の質量比でＮＭＰと混合し、スラリー
状の正極活物質層形成用組成物を調製した。かかる組成物を、厚み１５μｍの長尺状のア
ルミニウム箔（正極集電体）の両面に帯状に塗布して乾燥、プレスすることにより、正極
シートを作製した。なお、上記正極の平均厚みが約６５μｍ（正極活物質層の片面当たり
の平均厚みが約２５μｍ）となるように、上記正極活物質層形成用組成物の塗付量および
プレス条件を調整した。
【００７９】
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　負極の作製は以下の手順で行った。まず、負極活物質粉末として非晶質炭素で表面がコ
ートされた黒鉛（Ｃ）を準備した。そして、かかる黒鉛（Ｃ）と、バインダとしてのスタ
ジエンブタジエンゴム（ＳＢＲ）と、増粘剤としてのＣＭＣとを、Ｃ：ＳＢＲ：ＣＭＣ＝
９８：１：１の質量比でイオン交換水と混合して、スラリー状の負極活物質層形成用組成
物を調製した。かかる組成物を、厚み１０μｍの長尺状の銅箔（負極集電体）の両面に帯
状に塗布して乾燥、プレスすることにより、負極シートを作製した。なお、上記負極の平
均厚みが約８０μｍ（負極活物質層の片面当たりの平均厚みが約３５μｍ）となるように
、上記負極活物質層形成用組成物の塗付量およびプレス条件を調整した。
【００８０】
　上記のとおり作製した正極および負極を、多孔質ポリエチレン層の両面に多孔質ポリプ
ロピレン層が形成され、さらに一方のポリプロピレン層の表面にアルミナ粒子とバインダ
からなる層（所謂、耐熱層）が形成された四層構造のセパレータ２枚を介して長尺方向に
重ねあわせ、長尺方向に３０回（即ち捲回数が０回）巻き取った（捲回した）。そして、
かかる（捲回後の正極、負極およびセパレータ）を、捲回軸に直交する一の方向に押しつ
ぶして拉げることで、扁平形状の捲回電極体を作製した。
【００８１】
　ここで、本試験例では、正極捲回終端、負極捲回終端、セパレータ捲回終端をそれぞれ
以下の条件（Ｉ）～（ＩＶ）を満たす位置に配置した。
　（Ｉ）上記正極捲回終端、上記負極捲回終端、上記セパレータ捲回終端を、いずれも同
一のＲ部（ここでは上Ｒ部）上であって、二つの扁平表面よりも捲回電極体の厚み方向の
内側に配置。
　（ＩＩ）上記負極捲回終端を上記正極捲回終端よりも捲回方向に進行した位置に配置。
　（ＩＩＩ）２枚のセパレータの捲回終端が捲回方向で並列となり、且つ当該セパレータ
捲回終端が上記負極捲回終端よりも捲回方向で進行した位置に配置。
　（ＩＶ）上記セパレータ捲回終端と上記負極捲回終端との距離をａ（ｍｍ）、上記正極
捲回終端と上記負極捲回終端との距離をｂ（ｍｍ）としたとき、当該ａ＝０．５ｍｍ、ｂ
＝０．５ｍｍである。
　なお、上記捲回電極体は、厚みが１２．５ｍｍであり、捲回軸方向の長さが１３０ｍｍ
であり、上Ｒ部の頂点から下Ｒ部の頂点までの長さが６２．５ｍｍであった。
【００８２】
＜例２～例１３＞
　上記距離ａ（ｍｍ）を表１の「距離ａ（ｍｍ）」の欄に示す長さに変更し、且つ上記距
離ｂ（ｍｍ）を表１の「距離ｂ（ｍｍ）」の欄に示す長さに変更した以外は例１と同様の
材料およびプロセスにて、例２～１３に係る捲回電極体を作製した。
【００８３】
＜例１４＞
　正極捲回終端、負極捲回終端、セパレータ捲回終端をそれぞれ図１３中のＡ、Ｂ、Ｃに
配置した以外は上記例１と同様の材料およびプロセスにて、例１４に係る捲回電極体を作
製した。具体的には、上記正極終端部は中央扁平部と上Ｒ部の境界Ａに配置した。また、
上記負極終端部は上Ｒ部と中央扁平部との境界であって上記境界Ａとは異なる境界Ｂに配
置した。そして上記セパレータ終端は、中央扁平部と下Ｒ部との境界であって、上記境界
Ｂと同じ平面に位置する境界Ｃに配置した。
【００８４】
＜例１５＞
　上記正極終端部、負極終端部、及びセパレータ終端部の配置を以下のとおりに変更した
以外は例１と同様の材料およびプロセスにて、例１５に係る捲回電極体を作製した。
　即ち、上記正極終端部と上記負極終端部とを下Ｒ部に配置し、セパレータ終端部を上Ｒ
部に配置した。そして、上記距離ａ（ｍｍ）を６５ｍｍ、上記距離ｂ（ｍｍ）を１０ｍｍ
とした。
【００８５】
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　上記各例に係る捲回電極体について、当該捲回電極体の二つの扁平表面における段差の
有無を確認した。段差を確認した捲回電極体は「×」、段差を確認しなかった捲回電極体
は「〇」として、表１の「段差」の欄に結果を示す。
【００８６】
　上述のとおりに作製した各例に係る捲回電極体に正負極それぞれのリード端子を溶接し
、捲回電極体に対応する形状のアルミニウム製の箱形容器に収容した。そして、電池ケー
スの開口部から電解液を注入し、当該開口部を気密に封止して各例に係るリチウムイオン
二次電池を作製した。上記電解液としては、ＥＣとＥＭＣとＤＭＣとをＥＣ：ＥＭＣ：Ｄ
ＭＣ＝３０：３０：４０の体積比で含む混合溶媒に、支持塩としてのＬｉＰＦ６を１．１
ｍｏｌ／Ｌの濃度で溶解させたものを用いた。
【００８７】
［初期充電］
　上記のとおりに構築した各例にかかる電池について、充電処理（初期充電）を行った。
ここでは、２５℃の温度条件下において、１Ｃ（４Ａ）の定電流で４．１Ｖまで充電し、
定格容量の凡そ１００％の充電状態（ＳＯＣ１００％）にした。
　なお、「１Ｃ」とは理論容量より予測した電池容量（Ａｈ）を１時間で充電できる電流
値を意味し、例えば電池容量が２４Ａｈの場合は１Ｃ=２４Ａである。
【００８８】
［高温エージング］
　次に、上述のとおりに初期充電を行った後の各電池を８０℃の恒温槽に収容し、２０時
間の高温エージングを行った。そして、高温エージング終了後１日後と４日後の各電池に
ついて開路電圧（ｏｐｅｎ ｃｉｒｃｕｉｔ ｖｏｌｔａｇｅ：ＯＣＶ）を測定した。次い
で、上記高温エージング終了後１日後の開路電圧（１日後電圧）と高温エージング終了後
４日後の開路電圧（４日後電圧）の差（１日後電圧－４日後電圧）を計算し、当該電圧の
差を電圧降下量とした。そして、当該電圧降下量が例１の電池における電圧降下量と比較
して０．５ｍＶよりも大きい電池を微小短絡が生じた電池と評価した。また、上記ＯＣＶ
測定後の各電池を解体し、扁平形状の捲回電極体の最外周層のセパレータの負極対向面に
おける析出物の有無を、蛍光Ｘ線分析により調べた。
　そして、上記高温エージング後の各電池について、以下の三段階に評価した。結果を表
１の「微小短絡」の欄に示す。
　◎：微小短絡が生じず（上記電圧降下量が、例１に係る電池における電圧降下量と比較
して０．５ｍＶ未満）、且つセパレータ表面に析出金属を確認しない電池。
　〇：微小短絡が生じない（上記電圧降下量が、例１に係る電池における電圧降下量と比
較して０．５ｍＶ未満）が、セパレータ表面に析出金属を確認した電池。
　×：微小短絡を生じた（上記電圧降下量が、例１に係る電池における電圧降下量と比較
して０．５ｍＶ以上）電池。
【００８９】
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【表１】

【００９０】
　表１に示すように、例１～例１１に係る捲回電極体は、当該捲回電極体の扁平表面にお
ける段差がない電極体であり、また当該例１～例１１に係る捲回電極体を備えた電池（例
１～例１１に係る電池）は高温エージング時における微小短絡が発生しなかった。一方で
、例１２および例１３にかかる電池に備えられた捲回電極体は、当該捲回電極体の扁平表
面における段差は無かったが、高温エージング時において微小短絡が発生した。このこと
から、微小短絡の発生を抑制する観点からは、上記距離ａ（ｍｍ）および上記距離ｂ（ｍ
ｍ）の関係ａ×（ａ+ｂ）は０．５以上１０４以下が好ましいことが解った。
　即ち、本発明によると、扁平な捲回電極体を当該捲回電極体の中央扁平部の扁平表面に
直交する方向に押圧した場合に当該捲回電極体に加えられる圧力の偏りを低減し、且つ微
小短絡の発生を抑制した非水電解液二次電池を提供することができる。
【００９１】
　ここで、上記例１４は、特に上記負極捲回終端が捲回電極体の扁平表面よりも捲回電極
体の厚み方向の外側に存在したため、捲回電極体の扁平表面において、当該負極捲回終端
に起因する段差を確認した。
　また、例１５に係る電池は、距離ａが大きい、即ち正極および負極のいずれにも接触し
ないセパレータの余剰部分が広いため、充電時において、捲回電極体において最も外周側
に位置する負極であって上記セパレータの余剰部分が積層する部分に対向する正極活物質
層から電荷担体が過剰に脱離してしまい、微小短絡を生じたと考える。
【００９２】
　また、上記例１～例６に係る電池は、高温エージング後においてセパレータ上に析出金
属を確認しなかったが、例７～１１に係る電池では、高温エージング後においてセパレー
タ上に析出金属を確認した。負極表面で析出した金属がセパレータの細孔を埋め、正極活
物質層に到達すると微小短絡が発生し得る。このため、微小短絡抑制効果を高度に発揮す
る観点からは、上記距離ａ（ｍｍ）および上記距離ｂ（ｍｍ）の関係ａ×（ａ+ｂ）は５
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０以下がより好ましいことを確認した。
【００９３】
　以上、本発明の具体例を詳細に説明したが、上記実施形態及び実施例は例示にすぎず、
請求の範囲を限定するものではない。請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体
例を様々に変形、変更したものが含まれる。
【符号の説明】
【００９４】
２０　　捲回電極体
２２　　Ｒ部
２２ａ　上Ｒ部
２２ｂ　下Ｒ部
２４　　中央扁平部
２６　　扁平表面
３０　　電池ケース
３２　　電池ケース本体
３４　　蓋体
３６　　安全弁
３７　　幅広面
３８　　幅狭面
３９　　底面
４２　　正極端子
４２ａ　正極集電板
４４　　負極端子
４４ａ　負極集電板
５０　　正極（正極シート）
５２　　正極集電体
５３　　正極集電体露出端部
５４　　正極活物質層
５６　　正極捲回終端
６０　　負極（負極シート）
６０ａ　最外周負極
６２　　負極集電体
６３　　負極集電体露出端部
６４　　負極活物質層
６４ａ　捲回電極体外周側の負極活物質層
６４ｂ　捲回電極体内周側の負極活物質層
６６　　負極捲回終端
６８　　正極活物質層非対向部分
６９　　正極活物質層対向部分
７０　　セパレータ（セパレータシート）
７０ａ　　捲回電極体外周側のセパレータ
７０ｂ　　捲回電極体内周側のセパレータ
７２ａ，７２ｂ　　セパレータ捲回終端
７４ａ，７４ｂ　　余剰セパレータ領域
８０　　捲止部材
９０　　拘束治具
９２　　拘束板
９４　　取手部
１００　非水電解液二次電池（リチウムイオン二次電池）
１１０　間隔保持材（スペーサー）
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１２０　エンドプレート
１３０　拘束バンド
１４０　接続部材
１５５　ビス
２００　組電池
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